
 
成田市保健福祉審議会子ども・子育て支援部会について 
 
 成田市保健福祉審議会設置条例第７条に規定する部会を次のとおり設置する。 
 
（名称） 
１ 部会名は，成田市保健福祉審議会子ども・子育て支援部会とする。 
 
（組織等） 
２ 成田市保健福祉審議会会長が指名する委員５名と臨時委員５名の１０名をもっ 
 て組織する。 
 
（所掌事務） 
３ 部会は、成田市子ども・子育て支援事業計画に関する内容の協議を行う。 
 
（庶務） 
４ 部会の庶務は、健康こども部子育て支援課において処理する。 
 
（設置期間） 
５ 部会は平成２６年２月１０日から平成２７年３月３１日まで設置する。 
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